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事業の全体スキーム
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中間報告の概要・目的中間報告時の注意点

中間報告とは

中間報告は、事業期間中に事業終了時における検査負荷の軽減並びに誤認識及び誤処理等の速やか
な是正等を目的として、必要に応じて事務局が実施する検査です。中間報告を行う補助事業は、事業
規模、内容、取組状況等に応じて事務局が決定します。対象となる補助事業者に対しては、事前に事務
局から個別に通知いたしますので、電子申請システム上より届け出をお願いいたします。また、「免税事業
者」と「簡易課税事業者」は自身の税区分を証明する書類の提出が必要となるため、通知を受け取ってい
ない場合でも中間報告を行ってください。

中間報告の対象となる補助事業者

中間報告の対象事業者は以下の通りです。

 事務局から個別に中間報告依頼通知を受けた補助事業者（※）

 交付申請時の消費税課税区分が「免税事業者」と「簡易課税事業者」である補助事業者

※交付決定済の事業者の中からメールにて中間報告依頼をお送りします。
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中間報告時の注意事項

6

1.提出期日

原則、中間報告依頼を受けてから1か月以内に適切な報告を行ってください。

2.申請方法

特設ポータルサイトよりマイページへログインし電子申請システムから申請を行ってください。「補助事業につ
いて」および本「中間報告の手引き」をご確認いただき、必要書類をご準備のうえ、申請してください。※電
子申請システムの操作方法は、「電子申請の手引き」およびp.15～18をご確認ください。

（URL: https://kankosaisei-chiiki.net/）

3.その他注意事項

• 提出期限は厳守いただきますようお願いします。

• 中間報告書類の作成、提出等に係る費用は補助事業者の負担となります。

• 中間報告の申請内容及び提出書類は、完了実績報告前に申請の整合性等を確認するための重要
な報告ですので、適切に入力および作成し提出して下さい。

• 必要書類の不足や内容不明瞭等の不備があった場合は、適切な報告がされたと見なされません。

• 中間報告の申請内容及び提出書類に悪質な虚偽の内容が含まれていた場合は、交付決定の取り
消しを行う場合があります。

• 本補助金は、税金により賄われているものであり、経理処理には透明性、客観性、適切性が要求され
ます。適正なフロー (見積依頼 (2社以上)→見積合わせ→契約 (発注)→サービス利用等→納品・
終了報告等→ 支払請求→経費支払いの流れ) で事業を行い、適切な経理処理の証拠となる書
類を整備してください。

• 証拠書類が不足している、あるいは内容が不明瞭で経費の確認ができない場合は、補助金の交付を
行うことができませんので注意して下さい。

• 上記のすべての書類については、原則補助事業者自身の名義で作成したものを提出してください。

• 上記の提出する証拠書類の発行時期は、交付決定以降時点のものとする必要があります。

• 課税取引による調達の場合、調達先の課税区分や見積書等における消費税の表示の有無にかか
わらず、当該取引額には消費税を含むものとして、対象経費の審査を行っております。

（例）
見積書に記載の取引額に消費税の有無が記載されていない。または消費税0円と記載されている。

→取引額に消費税を含むものとして審査を行います。

申請にあたっての注意事項

本事業におけるインボイス制度の取り扱い

10月からのインボイス制度開始に伴い本補助事業においても、課税区分の情報等の変更が必要となる
場合がございます。交付申請時に課税区分が免税事業者の方は「【様式20】インボイス制度開始に伴
う免税事業者の課税区分に係る確認書」のご提出をお願い致します。本様式を必ず中間報告時にご
提出ください。インボイス制度の概要・詳細等に関しましては、国税庁のHPをご確認ください。
（国税庁HP https://www.nta.go.jp/）
「【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業者の課税区分に係る確認書」の提出についてはp.11を
ご確認ください



提出書類について

提出書類について
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提出書類 提 出 対 象

【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業者の
課税区分に係る確認書（※）

該当者
のみ

交付申請時の課税区分が「免税事業者」の
場合

利益排除が必要な場合の追加提出書類 該当者
のみ 利益排除に該当する場合

「免税事業者」または「簡易課税事業者」であること
を確認できる証憑

該当者
のみ

事業費を税込みで申請している場合（免税
事業者または簡易課税事業者）

その他の追加書類 任意
必要に応じて提出してください。
・提出書類の補足資料等
・事務局から提出依頼のあった書類等

※ポータルサイト「資料一覧」に指定様式として掲載されています。

中間報告を行う補助事業者は、以下 と の書類を電子申請システムから提出してください。「補
助対象事業」と「大項目」に応じて、必要書類が異なりますので、 の詳細は「大項目別の提出書
類」から該当のページを確認してください。

「補助事業内容」と「大項目」に応じて、必要書類が異なります。 「大項目」とは電子申請シス
テム上で経費を入力する際に選択した「経費対象区分-大項目」という入力項目を指します。
詳細は自身の「補助事業内容」を応じて、下記の該当ページよりご確認ください。

p.8参照

宿泊施設の高付加価値化改修

観光施設の改修

廃屋の撤去

公的施設の観光目的利活用のための民間活力導入

実証実験

面的DX化計画

p.9参照

p.10参照

大項目別の提出書類

提出書類 提 出 対 象

大項目別の必要書類 以下参照
補助対象経費の大項目に応じて必要書類が
異なります。「大項目に応じた提出書類」を確
認してください。

A

B

A B
B

補
助
事
業
内
容



大項目別の必要書類

補助対象事業・大項目別の提出書類一覧
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「宿泊施設の高付加価値化改修（1/2補助）」、「宿泊施設の高付加価値化改修（2/3補
助）」「観光施設の改修」、「廃屋の撤去」、「公的施設の観光目的利活用のための民間活力導入」
で申請する場合、 （p.7参照）の書類に加え大項目に応じて下記の書類を電子申請システムから
提出してください。

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX

No 提出書類

大項目

備考工
事
費

工
事
関
連
費

１ 経費の採用見積書 △ △ 軽微な変更があった場合（※）

２ 不採用見積もしくは【様式8】業者選定理由書 △ △ 軽微な変更があった場合（※）

３ 契約書もしくは発注書・発注請書 〇 〇

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）

改修系事業の提出書類一覧

B

A

※軽微な変更とは

採択された地域計画の趣旨に反せず、地域計画に記載された補助事業の効果を損なわない程度の変
更のことを指します。
具体的には、相見積りによる経費の減額（20％未満）、型番の変更等の場合、目的の達成に支障
を来さない範囲で一部の取組を取りやめる場合を指します。
自身の予定している変更内容が「軽微な変更」に該当するか否かの判断に迷った場合は、事務局にご
相談ください。



大項目別の必要書類

補助対象事業・大項目別の提出書類一覧
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「実証実験」で申請する場合、 （p.7参照）の書類に加え大項目に応じて下記の書類を電子申請
システムから提出してください。

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）

No 書類名

大項目

備考
補
助
人
件
費

委
託
・
外
注
費

謝
金
・
旅
費

実
証
運
行
費

そ
の
他
の
諸
経
費

１ 経費の採用見積書 △ △ △ △ △ 軽微な変更があった場合（※）

２ 不採用見積もしくは【様式8】業者選定
理由書 △ △ △ △ △ 軽微な変更があった場合（※）

３ 契約書もしくは発注書・発注請書 〇 〇

４ 仕様書又は委託・外注内容を確認でき
る資料 〇 〇

５ 雇用契約書 〇 派遣の場合は派遣契約書

６ 時間単価算定のための資料 〇

給与台帳又は給与明細 (派遣の
場合は支払請求書)、勤務 (出
勤) 簿、業務日誌 (補助事業従
事簿)、源泉徴収の状況を明らか
にした書類 等

７ 謝金、旅費の支払基準 〇

業務実施確認表および会議・イベ
ントの議事録又は報告書、旅費
計算書および証拠書類、源泉徴
収の状況を明らかにした書類 等

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX「実証実験」の提出書類一覧

B

A

※:p.8の「軽微な変更とは」をご確認ください。



大項目別の必要書類

補助対象事業・大項目別の提出書類一覧
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「面的DX化」で申請する場合、 （p.7参照）の書類に加え大項目に応じて下記の書類を電子申
請システムから提出してください。

令和5年度に事業を行う場合は、面的DXの進捗報告とは別に、中間報告依頼メール
を受け取った場合は令和5年度に中間報告が必要です。

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX

※2:補助対象事業が「面的DX化」の場合は、大項目に関わらず提出が必要です。

「その他の追加書類」に添付してください。

No  書類名

大項目

備考
補
助
人
件
費

委
託
・
外
注
費

謝
金
・
旅
費

端
末
等
導
入
費

そ
の
他
の
諸
経
費

１ 経費の採用見積書 △ △ △ △ △ 軽微な変更があった場合（※1）

２ 不採用見積もしくは【様式8】業者選定
理由書 △ △ △ △ △ 軽微な変更があった場合（※1）

３ 契約書もしくは発注書・発注請書 〇 〇

４ 仕様書又は委託・外注内容を確認でき
る資料 〇 〇

５ 雇用契約書 〇 派遣の場合は派遣契約書

６ 時間単価算定のための資料 〇

給与台帳又は給与明細 (派遣の
場合は支払請求書)、勤務 (出
勤) 簿、業務日誌 (補助事業従
事簿)、源泉徴収の状況を明らか
にした書類 等

７ 謝金、旅費の支払基準 〇
講演料等の確認ができる業務実
施確認表および会議・イベントの
議事録又は報告書 等

８ 【様式27】面的DX化計画進捗報告書 ○（※2） 令和5年度の中間報告時は不要、
令和6年度の中間報告時は必須。

９ 【様式25】面的DX化計画に参加する
事業者一覧 △（※2） 中間報告時には任意ですが、完

了実績報告時には必須

「面的DX化」の提出書類一覧

B

A

※1:p.8の「軽微な変更とは」をご確認ください。



提出書類の留意事項
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提出書類ごとに留意事項をご確認のうえ、適切な書類をご用意ください。

【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業者の課税区分に係る確認書

• 交付申請時に課税区分が免税事業者の方はご提出をお願い致します。

• インボイス制度の導入により適格請求書発行事業者の登録を行わない免税事業者であっても本
様式の提出は必須ですのでご注意ください。

• ポータルサイト「資料一覧」に指定様式として掲載されていますので、ダウンロードしてご用意ください。
（ポータルサイト: https://kankosaisei-chiiki.net/document/ ）

• 本様式は、インボイス制度の開始に伴う課税区分の状況について審査目的で確認するものであり、
税務申告目的の書面ではございません。

• 補助事業者の自社、関係会社、親族又は親族が所有する会社・個人等からの調達分がある場合
にご提出ください。

• 交付申請時に提出済で、中間報告時に変更がない場合は提出は不要です。

利益排除が必要な場合の追加提出書類

• 「免税事業者」「簡易課税事業者」は、下表の自身に該当する必須書類をすべて提出して下さい。

• 下表に記載のある書類のほかに、別途書類の提出をお願いする場合があります。

• 該当する課税区分は、補助事業完了日を含む課税期間（会計期間）の区分にしたがって申請し
てください。

• 協会や協議会等任意団体の申請について、原則補助対象経費には消費税を含めないこととします。

〇 必須 ※ 事務局からの依頼があった場合は提出してください

提出書類 書類の対象期間 免税事業者 簡易課税事業者

法人税もしくは所得税確定申告書の写し 補助事業完了日を含む

課税期間（会計期間）の

前々事業年度のもの

○ 〇

損益計算書等 ○ 〇

消費税確定申告書

直近のもの

〇

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 （※）

消費税簡易課税制度選択届出書(控) （※）

「免税事業者」または「簡易課税事業者」であることを確認できる証憑
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提出書類の留意事項

提出書類について

• 派遣社員、アルバイトとの雇用契約書又は派遣契約書を提出して下さい。

仕様書又は委託・外注内容を確認できる資料

• 採用事業者（施工会社、発注先、依頼先）から取得した委託・外注内容が明らかになる資料を
提出して下さい。

雇用契約書 (派遣会社からの派遣の場合は「派遣契約書」)

■契約書又は発注書及び発注請書

• 補助事業について、交付決定日以降に、最安値の事業者と契約 (発注) したこと、その契約金額を
確認できる書類を提出してください。

• 交付決定日よりも前に正式な契約行為があった場合は、補助金交付の対象外となりますので注意
してください。

• 契約申込金や契約予約金等であっても、交付決定日前に支払われている場合は補助金交付の対
象外となりますのでご注意ください。

• 契約書を締結せず、発注書及び発注請書により、補助事業の契約 (発注) を行っている場合は、
補助事業者が発行する発注書と受注者が発行する発注請書の両方を添付してください。

• 契約書等の名義は、補助事業者として申請した名義と同一 (法人であれば法人名) としてください。
代表者個人の名義やグループ会社等による契約は原則として認められません。

• 契約変更等により、契約金額や内容が交付申請時の見積書と異なる場合 (軽微な場合を除く) は、
事前に変更の手引きを行う必要があります。計画変更の取り扱いについては「計画変更の手引き」を
参照してください。

• 契約書を締結しない口頭発注は原則として、補助対象外となります。

契約書又は発注書及び発注請書



提出書類の留意事項

提出書類について

• 謝金・旅費の支払基準がわかる書類を提出して下さい。

• 謝金については、補助事業者における謝金に関する規程に準じた金額を補助対象とします。規程
がない場合には、国の支出基準 (p.26参照) や補助事業者の事業所がある地方公共団体の支
払基準を使用して算定します。ただし、補助事業者における謝金に関する規程に基づいて支払いを
実施する場合は、国の支出基準 (p.26参照) に基づき算定した金額が上限となります。

• 旅費については、補助事業者における旅費に関する規程に準じた金額を補助対象とします。規程
がない場合には、実費精算とします。なお、旅費が実質的に謝金と同義である場合、謝金の取り扱
いに準じます。

謝金・旅費の支払い基準

• 派遣会社からの派遣の場合には、派遣契約書内に時間単価が明示されていると想定されるため、
本資料は提出不要です (契約書内に時間単価の記載がない場合は、別途資料をご提出下さい)。

• 直接雇用の場合であって、適用する時間単価が、補助事業者の給与規程・賃金規程等で規定さ
れている場合は、当該規程類を提出して下さい。

• 直接雇用の場合であって、規程類に適用する時間単価が規定されていない場合、雇用契約書の時
間単価 (雇用契約書上明示されていない場合、経費計算上使用した時間単価) の算定根拠とし
て、以下の資料を提出して下さい。

• 過去アルバイト等に適用した時給が確認できる資料等

• 時間単価算定に係る理由書:様式は任意とします。「対象となるアルバイト等の氏名」「適用する時
給の額」「適用する時給の決定経緯 (何の資料を参照したか、またなぜその資料を参照したか、算定
式等)」「管理責任者の署名」を記載し、中間報告までに事務局の承認を得て下さい。

時間単価算定のための資料

13

【様式25】面的DX化計画に参加する事業者一覧
• 補助対象事業で「面的DX化」を選択した場合には、大項目に関係なく面的DX化計画に参加す

る全ての事業者を確認することのできる一覧を提出してください。（中間報告時は任意、完了実績
報告時は必須）

• 面的DX化計画に参加する事業者のうち「観光施設の改修」を併用している補助事業者につい
ては、記載漏れのないようにご注意ください。

• ポータルサイト「資料一覧」に指定様式として掲載されますので、ダウンロードしてご用意ください。
（ポータルサイト: https://kankosaisei-chiiki.net/document/ ）

【様式27】面的DX化計画進捗報告書 

• 当該書類は、R5年度事業の完了実績報告、R6年度事業の中間報告、R6年度事業の完了実
績報告の計3回にわたり提出いただきます。（令和5年度の中間報告時は不要）

• 様式の記載項目に従い、補助事業内容に応じて作成して提出してください。

• 「ポータルサイト「資料一覧」に指定様式として掲載されていますので、ダウンロードしてご用意ください。
（ポータルサイト: https://kankosaisei-chiiki.net/document/ ）
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中間報告の申請方法

15

②「中間報告・計画変更」ボタン押下

③申請内容で「中間報告」をプルダウンで選択

マイページ左側のメニュータブよ
り中間報告・計画変更を選択

中間報告は電子申請システムから以下の通り申請してください。

交付決定取下・事業廃止

①マイページにログイン

下記URLからマイページにログインしてください。

（https://kankosaisei-chiiki.net/Cp7GSkHN/shinsei/login/）

以降は内容に応じて
各種入力

「申請内容」から中間報告を選択



中間報告の申請方法
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④ 申請完了メールの受領

▼中間報告申請後に受け取るメール例

申請後、システムから申請完了メールが送られます。

申請後は6時間以内であれば入力内容の変更が可能です。以降は申請内容の審査が始まるため、
マイページがロックされます。

⑤ 審査～不備がある場合は再申請

申請から6時間後、マイページがロックされ審査が開始されます。申請内容に不備がある場合は審査部
よりご連絡いたします。審査部からの指示に従い、不備の解消をお願いします。

注意事項

提出証憑の再提出をする際に、該当するシステム上のアップロード欄に前回提出した他の証憑が含まれ
る場合は、再提出する証憑＋前回提出した証憑をアップロードし、再申請をしてください。

（例）実証実験の参加事業者で雇用契約書に不備があり、再提出が必要になった

⇓
その他の追加書類（交付決定変更申請）に雇用契約書（＝再提出する証憑）と、
変更はないが時間単価算定のための資料（＝前回提出した証憑）をアップロード

件名:（中間報告・計画変更申請完了）地域一体となった観光地・
観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

送信元:地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事
業 事務局＜noreply@kankosaisei-chiiki.net＞



中間報告の申請方法
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⑥審査・審査完了メールの受領

▼計画変更申請審査完了後に受け取るメール例

審査が完了すると、システムから審査完了メールが送られます。※申請内容に不備がある場合は審査
部からご連絡させていただきます。

件名:（中間報告・計画変更申請審査完了）地域一体となった観光
地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

送信元:地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事
業 事務局＜noreply@kankosaisei-chiiki.net＞



電子申請システム上の各種書類の添付箇所
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それぞれの提出書類欄は以下の通りです。内容をご確認頂き、提出書類に応じて所定の添付欄に添
付して申請してください。

提出書類

【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業者
の課税区分に係る確認書

利益排除が必要な場合の追加提出書類

「免税事業者」または「簡易課税事業者」であること
を確認できる証憑

その他の追加書類

契約書もしくは発注書・発注請書

仕様書又は委託・外注内容を確認できる資料

雇用契約書 (派遣の場合は派遣契約書)

時間単価算定のための資料

謝金、旅費の支払基準

【様式27】面的DX化計画進捗報告書（※）

【様式25】面的DX化計画に参加する事業者一覧

電子申請システム上の添付欄

その他の追加書類（中間報告）

利益排除証憑

消費税を含めた金額を補助対象経費としている場
合の事業者区分証明証憑

その他の追加書類（中間報告）

契約書もしくは発注書・発注請書

仕様書又は委託・外注内容を確認できる資料

雇用契約書 (派遣の場合は派遣契約書)

時間単価算定のための資料

謝金、旅費の支払基準

その他の追加書類（中間報告）

その他の追加書類（中間報告）

※1:令和5年度の中間報告時は不要、令和6年度の中間報告時は必須。
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中間報告が必要なケース（できること・できないこと）

20

※いずれの場合も疑義があれば認められません。または追加証憑や実地検査を求めるケースがあります。
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【参考資料】証憑ガイド

22

契約内容

●契約内容が見積書と同等のものであるかに注意してください
●契約金額が確認できるように記載してください
●交付決定日以降～事業完了日以前の契約であるかに注意してください
●支払い日についても交付決定日以降であるかに注意してください

甲 :

住所 ●●県 ●●市 1-1

会社名 株式会社●●

代表取締役 佐藤 ●● ㊞

乙 :

住所 ●●県 ●●町 1-2-3

会社名 ●●工業株式会社

代表取締役 鈴木 ●● ㊞

●●契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と、●●工業株式会社（以下「乙」という。）は、●●
に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各一通を保有
する。

補助事業者と同一名義（法人であれば法人名）

での契約となっているかに注意してください

採用見積書の事業者（最安値）と契約しているか

に注意してください

交付決定日以降に締結しているかに注意してください

令和５年●月●日

※本サンプルは一例です。実際の書類は補助事業者と採用事業者間での契約内容に沿って作成してください。



【参考資料】証憑ガイド
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※本サンプルは一例です。実際の書類は補助事業者と採用事業者間での契約内容に沿って作成してください。

件名 ○○旅館 改修

納期 2023/xx/xx

納品場所
支払い条件 月末締翌月末払

合計 165,000円（税込）

品目 数量 単位 単価 金額

【建設工事】

外壁塗装 1 式 1,000,000 1,000,000

【共通仮設工事】

足場工事 1 式 500,000 500,000

小計 1,500,000

消費税 150,000

合計 1,650,000

下記の通り、発注致します。

発注書
発行日:令和５年●月●日
No.xxxx

株式会社●●

〒xxx-xxxx

〇〇県〇〇市1-1

TEL:090-xxxx-xxxx
担当:佐藤 ●●

備考

採用見積書の事業者（最安値）に発注しているか

に注意してください

交付決定日以降の発注となっているかに注意してく

ださい

補助事業者と同一名義（法人であれば法人名）

での発注となっているかに注意してください

交付申請時の見積書の同等の内容、金額であるか

（軽微な変更を除く）に注意してください

●●建設株式会社 御中



【参考資料】証憑ガイド
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※本サンプルは一例です。実際の書類は補助事業者と採用事業者間での契約内容に沿って作成してください。

件名 ○○旅館 改修

納期 2023/xx/xx

納品場所
支払い条件 月末締翌月末払

合計 165,000円（税込）

品目 数量 単位 単価 金額

【建設工事】

外壁塗装 1 式 1,000,000 1,000,000

【共通仮設工事】

足場工事 1 式 500,000 500,000

小計 1,500,000

消費税 150,000

合計 1,650,000

下記の通り、注文をお受け致します。

株式会社●● 御中

発注請書
発行日:令和５年●月●日
No.xxxx

●●建設株式会社

〒xxx-xxxx

●●県●●町1-2-3

TEL:090-xxxx-xxxx
担当:鈴木 ●●

備考

補助事業者と同一名義（法人であれば法人名）

への発注請けとなっているかに注意してください

交付決定日以降の発注請けとなっているかに注意

してください

採用見積書の事業者（最安値）が発行したもの

であるかに注意してください

交付申請時の見積書の同等の内容、金額であるか

（軽微な変更を除く）に注意してください



【参考資料】証憑ガイド
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【参考】謝金に関する国の支出基準について

【会議出席・講演等謝金支払基準】 (単位:円)

標準単価 分野別職位等

区分 時間単価 大学の職位
大学の職位
にある者の平
均勤続年数

民間 地方公共団体等

① 11,300 大学学⾧級 17年以上 会⾧・社⾧・
役員 級

知事・市町村⾧

② 9,700 大学副学⾧級

③ 8,700 大学学部⾧級

④ 7,900 大学教授級1 工場⾧級 部⾧級

⑤ 7,000 大学教授級2 12年以上 部⾧級

⑥ 6,100 大学準教授級 課⾧級 課⾧級

⑦ 5,100 大学講師級 12年未満 課⾧代理級 室⾧級

⑧ 4,600 大学助教・助手級 係⾧・主任級 課⾧補佐級

⑨ 3,600 大学助手級以下1 12年未満 係員１ 課員１

⑩ 2,600 大学助手級以下2 8年未満 係員２ 課員２

⑪ 1,600 大学助手級以下3 4年未満 係員３ 課員３

出典:補助事業事務処理マニュアル 経済産業省大臣官房会計課、令和4年6月）

【執筆謝金支払基準】

標準単価

想定する原稿内容
区分

原稿用紙 (日本語
400字) 1 枚当たりの
単価

① 2,900 不特定の者を対象とした原稿の内、影響度が極めて高いもの

② 2,500 不特定の者を対象とした原稿の内、影響度が高いもの

③ 2,000 不特定の者を対象とした原稿で、一般的なもの

④ 1,500 特定の者を対象とした原稿の内、影響度が高いもの

⑤ 1,000 特定の者を対象とした原稿で、一般的なもの

出典:謝金の標準支払基準 平成21年7月１日各府省等申合せ、平成27年3月6日最終改訂）
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※本サンプルは一例です。実際の書類は補助事業者と採用事業者間での契約内容に沿って作成してください。

被雇用者:

住 所 ●●県 ●●町 1-2-3

名 前 山田 ●● ㊞

雇用者:

住 所 ●●県 ●●市 1-1

会社名 株式会社●●

代表取締役 佐藤 ●● ㊞

交通費

賃金の支払い

給与振込先

毎月●日締 翌月●●日支払い

●●銀行 ●●支店 ●●預金

その他

令和５年●月●日

●時●分から ●時●分まで

基本給●●円／時間

実費精算

アルバイト

雇用契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と、山田 ●●（以下「乙」という。）は以下の条件に
基づき、雇用契約（以下「本契約」という。）を締結する。

休憩時間

就業時間

年 月 日から

●時●分から ●時●分まで

●時●分から ●時●分までの●時間●分

所定時間外労働

休日

休暇

賃金

雇用形態

雇用期間

就業場所

業務内容

派遣社員又はアルバイト等に対する人件費が補助対象となり、

職員や正社員に対する人件費は認められません。

補助事業に関連した業務内容であるかに注意してください。

交付決定日以降に締結しているかに注意してください

補助事業者名と同一であるかに注意してください

被雇用者が申請会社の役員・従業員ではない

かに注意してください。

補助事業期間内に支払った人件費が補助対象となります。

補助事業期間内に発生した人件費が補助対象となります。



27



問い合わせ先
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【お問い合わせ先】
地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業事務局
（地域観光再生事務局）コールセンター
0570-041102
（受付時間 9:00～17:00 土日祝・年末年始を除く）



改訂履歴
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日付 内容

2023/8/7 初版

2023/10/11

・下記の書類名称を修正（P11,13,18）
（誤）面的DX化計画の進捗（KPI）がわかる書類 →（正）【様式27】面
的DX化計画進捗報
（誤）面的DX化計画に参加する業者一覧 →（正）【様式25】面的DX化
計画に参加する事業者一覧告書
・上記に伴い当該箇所の記載を一部修正（P11,13,18）

2023/11/17 ・P10:令和5年度に事業を実施する場合に、令和5年度の中間報告が必要
な旨を追記

24/１/16

・P6:下記文言を追加
課税事業者の場合は取引額に消費税を含むものとして申請を受け付け、対象経
費の審査を行っておりますので、ご留意ください。
・P10:下記文言を追加
令和5年度に事業を行う場合は、面的DXの進捗報告とは別に、中間報告依頼
メールを受け取った場合は令和5年度に中間報告が必要です。

24/2/8 ・P6:ページ下部の文言を修正し、例示を追加


